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業 務 報 告 書

Ⅰ 地方公務員災害補償基金の概要

１ 設立年月日

昭和４２年１２月１日

２ 根拠法

地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）

３ 主務大臣

総務大臣

４ 業務内容

地方公務員災害補償基金（以下「基金」という。）は、全ての地方公共団体及び

地方独立行政法人（以下「地方公共団体等」という。）の常勤の職員（常勤的非常

勤職員を含む。以下同じ。）の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償を行

っています。また、併せてこれら災害の被災職員の社会復帰の促進、被災職員及び

その遺族の援護、公務上の災害の防止に関する活動に対する援助その他の職員及び

その遺族の福祉に必要な事業を行うことを業務内容としています。

５ 組織

基金は、地方公共団体等に代わって統一的な補償の迅速かつ公正な実施を確保す

るため、地方公務員災害補償法に基づき設立された、地方公共団体が主体となって

業務運営を行う、いわゆる地方共同法人です。

基金は、主たる事務所である本部を東京都に置いています。また、従たる事務所

である支部を都道府県及び地方自治法第２５２条の１９第１項の指定都市（以下「指

定都市」という。）ごとに置いており、６７支部が置かれています。
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基金には、基金の最終的な意思決定機関として地方公共団体の代表者３名で構成

される代表者委員会が置かれ、役員として理事長、理事４名、監事１名が置かれて

います。

また、基金の業務に関する地方公務員災害補償基金定款（以下「定款」という。）

の変更等重要事項を審議する機関として運営審議会が置かれています。

さらに、基金が行う補償に関する決定について不服がある者からなされる審査請

求を審査・裁決する機関として、本部に審査会が、支部に支部審査会が置かれてい

ます。

なお、本部は、補償及び福祉事業の迅速かつ公正な運用を図るための基準の作成

及びその実施の確保を図るための業務を行っています。また、支部は、都道府県知

事及び指定都市の市長の職にある者をもって充てる支部長を置き、具体的な事案に

ついての公務災害及び通勤災害の認定、補償金額の決定及び支払等の業務を行って

います。

(1) 事務所の所在地

① 本部 〒１０２－００９３

東京都千代田区平河町２－１６－１ 平河町森タワー８階

② 支部 別表１「従たる事務所（支部）の所在地」のとおり。

(2) 代表者委員会

基金の最終的な意思決定機関として、代表者委員会があります。

代表者委員会は、次に掲げる事項を議決します。

① 定款の変更

② 地方公務員災害補償基金業務規程（以下「業務規程」という。）の変更

③ 毎事業年度の事業計画及び予算並びに決算

④ 重要な財産の処分及び重大な債務の負担

また、代表者委員会は、総務大臣の認可を受けて理事長及び監事を任命するほ

か、理事長が理事を任命するに当たっては代表者委員会の同意を得る必要があり、

役員の解任に関しても同様の関与が規定されています。

代表者委員会の委員は、別表２のとおり、平成３０年度の開催状況は、別表３

のとおりです。
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(3) 役員

基金の役員数は、６名（常勤３名、非常勤３名）です。

役員の氏名及び任期等は、別表４のとおりです。

(4) 職員

基金の業務に従事している職員数（平成３１年３月末日現在）は、次のとおり

です。

① 本部 ４３名

② 支部 １，１１６名（うち基金業務に専ら従事する職員は、９７名）

なお、支部では、法律に基づき、都道府県又は指定都市の職員が支部職員とし

て基金の業務に従事しています。

(5) 運営審議会

基金の審議機関として、運営審議会があります。

運営審議会は、次に掲げる事項を審議します。

① 定款の変更

② 業務規程の作成及び変更

③ 毎事業年度の事業計画及び予算並びに決算

④ 重要な財産の処分及び重大な債務の負担

また、運営審議会は、理事長の諮問に応じて、基金の業務に関する重要事項を

調査審議し、又は必要と認める事項につき理事長に建議します。

運営審議会の委員は、別表５のとおり、平成３０年度の開催状況は、別表６の

とおりです。

(6) 認定の仕組み

地方公共団体等の職員が災害を受け、それが公務災害又は通勤災害によるとさ

れる場合には、当該被災職員又はその遺族は、基金に対しその補償を請求するこ

ととなります。その主な流れは、次のとおりです。

① 被災職員又はその遺族（以下「被災職員等」という。）は、認定請求書、補

償請求書及び必要書類を任命権者に提出します。

② 任命権者は、当該災害が公務災害又は通勤災害に該当するかどうかの意見を

付して、支部長に提出します。

③ 支部は、認定基準に基づき慎重に審査の上、公務上・外又は通勤災害該当・
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非該当の認定を行います。

なお、各支部間における認定業務の統一性の確保及び判断困難事案の適正処理

の観点から、本部における各種基準の設定及び特定事案についての本部協議が行

われています。

また、認定等に不服のある被災職員等は、支部審査会に審査請求を行うことが

でき、支部審査会の裁決になお不服がある場合には、審査会に対し再審査請求を

行うことができます。

なお、平成２８年４月１日以降、行政事件訴訟法による処分の取消しの訴えは、

支部審査会の裁決に不服がある場合には、審査会の再審査請求を経ることなく、

提起することができることになっています。

審査会（本部）の委員は、別表７のとおりです。

(7) 業務に要する財源

基金が行う災害補償等を実施するために必要な費用は、主に地方公共団体等か

ら納付される負担金によって賄われています。

負担金の額は、職務の種類による職員の区分に応じ、その職務の種類ごとの職

員の給与総額に、補償に要する費用及び基金の事務に要する費用等を考慮して定

める割合（負担金率）を乗じて得た額の合計額とされています。

また、基金の経理は、普通補償経理と特別補償経理に分けられています。この

うち普通補償経理は、全ての地方公共団体等を対象とするもので、特別補償経理

で賄うべきもの以外の補償及び福祉事業の実施に要する費用等を経理していま

す。一方、特別補償経理は、基金制度創設前から公務災害による療養に対し給与

支給に替えて休業補償を行っていた団体等を対象としており、具体的には、業務

規程で定める５１の団体の職員に対して行う休業補償及び休業援護金に要する費

用を経理しています。

負担金率も経理ごとに決められており、普通補償経理については定款で、特別

補償経理については業務規程で規定されています。平成３０年度の負担金に適用

される職員の区分及び負担金率は、別表８のとおりです。

普通補償経理に係る負担金率の算定方法については、平成２５年２月１２日の

財政委員会答申において、平成２６年度以降の新規裁定年金分について充足賦課

方式を採用することを主な内容とする見直しを行い、おおむね３年ごとに負担金
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率の改定を行うこと及び地方公共団体の厳しい財政状況に鑑み、負担金率の大幅

な上昇を避けるため、その引上げを複数回に分けるなど、段階的かつ緩やかなも

のとなるよう支払備金の特例的な取崩しを行うこととされています。

これを踏まえ、平成２９年度から適用する普通補償経理に係る負担金率の改定

は、以下３点の基本方針に基づき実施しました。

① 充足賦課方式への円滑な移行を実現するため、平成２６年度から３年ごと

に３段階で実施することとされている負担金率改定の第２段階の改定を行う

こと。

② 平成２６年度から平成２８年度の第１段階における基金の収支状況等を踏

まえた負担金率の改定を行うこと。

③ 負担金率の大幅な上昇を避けるため、その引上げ幅は段階的かつ緩やかな

ものとすること。

また、平成２２年度から、任命権者の公務災害防止のための取組を促すことに

より公務災害の減少を図り、併せて負担の公平を図る目的で、地方公共団体ごと

の各職種別の負担金に占める給付費の割合に応じて、負担率を引き上げる又は引

き下げることとするメリット制を導入しているところです。

６ 主な制度等の沿革

基金は、設立と同時に主たる事務所である本部を東京都に置き、また、従たる

事務所である支部を都道府県及び指定都市ごとに置き、当初５２支部が置かれま

した。

その後、沖縄の日本への復帰に伴い、昭和４７年５月１５日に沖縄県支部が増

設されました。また、新たに札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、千葉市、

さいたま市、静岡市、堺市、新潟市、浜松市、岡山市、相模原市及び熊本市が指

定都市として指定されたことに伴い、支部が増設され、平成３０年度末現在で、

６７支部が置かれています。

基金設立以降の主な制度等の沿革は、次のとおりです。

(1) 補償の拡充

地方公務員災害補償法制定以来、国家公務員災害補償法及び労働者災害補償保

険法に基づく災害補償制度等との均衡を図るとともに、社会環境の変化に伴う公
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務災害の多様化等に対処した制度の創設に加え、被災職員及び遺族に対する補償

内容の改善・充実に努めています。

補償の種類は、地方公務員災害補償制度の発足時においては７種類でしたが、

現在では、①療養補償、②休業補償、③傷病補償年金、④障害補償（障害補償年

金、障害補償一時金）、⑤介護補償、⑥遺族補償（遺族補償年金、遺族補償一時

金）、⑦葬祭補償、⑧障害補償年金差額一時金、⑨障害補償年金前払一時金、⑩

遺族補償年金前払一時金並びに船員のみに適用される⑪予後補償及び⑫行方不明

補償の１２種類となっています。

(2) 特殊公務災害補償制度の創設

地方公務員のうち警察職員、消防職員等の特殊公務に従事する職員は、その任

務遂行に当たって、その生命及び身体に高度の危険が予測される状況にあっても

その職務を遂行しなければなりません。こうしたことから、このような状況下に

おいて公務上の災害を受けた場合に公務災害補償上特別の措置を講ずる特殊公務

災害補償制度が、昭和４７年に創設されました。

(3) 通勤災害補償制度の創設

通勤途上の災害については、制度発足当初は、通勤が任命権者の支配が及ぶ等

の状況にあると認められる場合を除き、災害補償の対象にされていませんでした

が、昭和４８年１２月１日からは、通勤災害についても災害補償の対象に加えら

れました。

(4) 福祉事業（旧福祉施設）の拡充

旧福祉施設は、使用者としての法的義務として行われる補償によっては充足し

きれない領域の付加的給付として発足しました。基金設立当初は、外科後処置に

関する施設、休養又は療養に関する施設、リハビリテーションに関する施設、義

肢、義眼、補聴器等の補装具の支給に関する施設並びに休業援護金及び奨学援護

金の支給の７種類でしたが、その後、社会経済情勢等の変化等に即応して物的給

付や金銭給付の充実が図られました。平成７年８月１日からは、その実施内容を

理解しやすくするため等の理由により、名称が「福祉施設」から「福祉事業」に

改められました。

現在の福祉事業は、外科後処置、補装具、リハビリテーション、アフターケア、

休業援護金、在宅介護を行う介護人の派遣、奨学援護金、就労保育援護金、傷病
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特別支給金、障害特別支給金、遺族特別支給金、障害特別援護金、遺族特別援護

金、傷病特別給付金、障害特別給付金、遺族特別給付金、障害差額特別給付金及

び長期家族介護者援護金の１８事業となっています。

(5) 公務災害防止事業の創設

平成７年の地方公務員災害補償法の改正により、基金の業務として、公務災害

防止事業が創設されました。これには、公務上の災害の防止に関する活動を行う

団体に対する援助、公務上の災害を防止する対策の調査研究並びに公務上の災害

を防止する対策の普及及び推進に関する３つの事業があります。

(6) 不服申立制度の改正

基金の支部長が行う補償の決定に不服がある場合には、審査請求と再審査請求

の二段階の不服申立制度が設けられています。

平成８年には、審理の迅速処理を図るとともに不服申立制度の趣旨をいかすた

め、地方公務員災害補償法の一部改正により、次の改正が行われました。

① 審査請求後３か月を経過しても支部審査会による決定がないときは、支部審

査会が審査請求を棄却したものとみなして、審査会に対して再審査請求をする

ことができるものとすること。

② 不服申立て中の処分の取消しの訴えは、原則として、再審査請求後３か月を

経過しても審査会による裁決がないときに限り提起することができるものとす

ること。

③ 審査会の委員を１人増員するとともに、二合議体（委員６人）の二部制とす

ること。

平成２６年には、行政不服審査法について、関係法制度の整備・拡充を踏まえ、

公正性の向上、使いやすさの向上等の観点から、制定後５０年ぶりに抜本的な

見直しが行われ、平成２６年６月１３日に全部改正された行政不服審査法（以

下「改正行審法」という。）が公布されました。併せて、地方公務員災害補償法

の一部が改正され、基金の不服申立制度については、審査請求及び再審査請求

の二段階制が維持されるとともに、再審査請求については訴訟との選択制に移

行するなどの改正が行われました。なお、改正行審法及び地方公務員災害補償

法の一部を改正する規定は、平成２８年４月１日に施行されました。
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(7) 基金の地方共同法人化

平成１３年１２月１９日に閣議決定された特殊法人等整理合理化計画におい

て、基金は地方公共団体が主体となって業務運営を行う法人（いわゆる「地方共

同法人」）にすることとされました。

これを受け、基金について地方公共団体が主体となって業務運営を行うために

必要な措置を講ずることを内容とする地方公務員災害補償法の一部を改正する法

律（平成１４年法律第１３５号）が公布され、平成１５年１０月から施行されま

した。

こうして、地方共同法人となった基金には、地方公共団体の代表者からなる代

表者委員会が設置され、これが基金の意思を決定することとなり、この代表者委

員会が理事長及び監事を任命することとなりました。また、事業計画、予算及び

決算に関する総務大臣の承認が廃止されるとともに、従来政令で定められていた

地方公共団体の負担金率が定款で定められることとなりました。

この法改正に併せて、地方公務員災害補償法施行令、地方公務員災害補償法施

行規則、定款及び業務規程についても、地方公共団体が主体となって業務運営を

行うとする法改正の趣旨に沿った改正が行われました。

(8) 地方独立行政法人職員の地方公務員災害補償法の適用

平成１５年には、各地方公共団体の自主的な判断に基づき、試験研究、大学の

設置・管理、公営企業に相当する事業の経営等の業務について、地方公共団体と

は別の法人格を有する団体を設立し、自律的かつ弾力的な業務運営を行うことに

より、業務の効率性やサービス水準の向上を図ることを目的として、地方独立行

政法人法（平成１５年法律第１１８号）が制定されました。

これに伴い、地方独立行政法人法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

（平成１５年法律第１１９号）が制定され、地方公務員災害補償法について改正

が行われ、地方独立行政法人法に基づき設立される特定地方独立行政法人及び一

般地方独立行政法人の役職員についても、地方公務員災害補償法の適用対象とす

ることとされました。

この法改正に併せて、地方公務員災害補償法施行令、地方公務員災害補償法施

行規則、定款及び業務規程についても、所要の規定の整備が行われました。
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(9) 情報公開及び個人情報保護

基金は、平成１５年１０月１日から、地方共同法人化に伴い、独立行政法人等

の保有する情報の公開に関する法律の適用対象から外れることとなりました。し

かし、基金の公的性格に鑑み、引き続き、国、独立行政法人等の公的機関におけ

る情報公開と同様に対応することとし、地方公務員災害補償基金の保有する情報

の公開に関する規程等を定め、情報の公開を行っています。

また、平成１７年４月１日からは、個人情報の保護に関する法律が全面施行さ

れました。これに伴い、基金は、同法の定める個人情報取扱事業者として、地方

公務員災害補償基金の保有する個人情報の保護に関する規程等を定め、同法に基

づく適正な対応を行っています。

なお、不開示決定等に対する不服の申立てについては、地方公務員災害補償基

金情報公開・個人情報保護審査会（委員は、別表９を参照）を設置し、適切に対

応しています。

(10) 通勤範囲の改定

平成１８年４月１日からは、地方公務員災害補償法の一部改正により、①複数

就業者の就業の場所から勤務場所への移動及び②単身赴任者の赴任先住居と帰省

先住居の間の移動を新たに通勤災害補償制度の対象とすることとされました。

また、平成２９年１月１日からは、地方公務員災害補償法施行規則の一部改正

により、孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護について、同居していなくとも日常生活

上必要な行為とされたため、その後の合理的な経路への復帰後の移動についても

新たに通勤災害補償制度の対象とすることとなりました。
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別表１ 従たる事務所（支部）の所在地 （平成３１年３月３１日現在）

支 部 名 所 在 地

北海道支部 〒０６０－８５８８ 札幌市中央区北３条西６

青森県支部 〒０３０－８５７０ 青森市長島１－１－１

岩手県支部 〒０２０－００２３ 盛岡市内丸１１－１盛岡地区合同庁舎

宮城県支部 〒９８０－８５７０ 仙台市青葉区本町３－８－１

秋田県支部 〒０１０－８５７０ 秋田市山王４－１－１

山形県支部 〒９９０－８５７０ 山形市松波２－８－１

福島県支部 〒９６０－８６７０ 福島市杉妻町２－１６

茨城県支部 〒３１０－０８５２ 水戸市笠原町９７８－２５

栃木県支部 〒３２０－８５０１ 宇都宮市塙田１－１－２０

群馬県支部 〒３７１－８５７０ 前橋市大手町１－１－１

埼玉県支部 〒３３０－９３０１ さいたま市浦和区高砂３－１５－１

千葉県支部 〒２６１－７１３３ 千葉市美浜区中瀬2-6-1 WBGﾏﾘﾌﾞｳｴｽﾄ33階（補償・経理班）

〒２６０－８６６７ 千葉市中央区市場町１－１（審査班）

東京都支部 〒１６２－００５２ 新宿区戸山３－１７－１東京都戸山庁舎３階

神奈川県支部 〒２３１－８５８８ 横浜市中区日本大通１

新潟県支部 〒９５０－８５７０ 新潟市中央区新光町４－１

富山県支部 〒９３０－８５０１ 富山市新総曲輪１－７

石川県支部 〒９２０－８５８０ 金沢市鞍月１－１

福井県支部 〒９１０－８５８０ 福井市大手３－１７－１

山梨県支部 〒４００－８５０１ 甲府市丸の内１－６－１

長野県支部 〒３８０－８５７０ 長野市大字南長野字幅下６９２－２

岐阜県支部 〒５００－８５７０ 岐阜市薮田南２－１－１

静岡県支部 〒４２０－８６０１ 静岡市葵区追手町９－６

愛知県支部 〒４６０－８５０１ 名古屋市中区三の丸３－１－２

三重県支部 〒５１４－８５７０ 津市広明町１３

滋賀県支部 〒５２０－８５７７ 大津市京町４－１－１

京都府支部 〒６０２－８５７０ 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町

大阪府支部 〒５４０－８５７０ 大阪市中央区大手前２－１－２２

兵庫県支部 〒６５０－８５６７ 神戸市中央区下山手通５－１０－１

奈良県支部 〒６３０－８５０１ 奈良市登大路町３０

和歌山県支部 〒６４０－８５８５ 和歌山市小松原通１－１

鳥取県支部 〒６８０－８５７０ 鳥取市東町１－２２０

島根県支部 〒６９０－８５０１ 松江市殿町１

岡山県支部 〒７００－８５７０ 岡山市北区内山下２－４－６

広島県支部 〒７３０－８５１１ 広島市中区基町１０－５２
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支 部 名 所 在 地

山口県支部 〒７５３－８５０１ 山口市滝町１－１

徳島県支部 〒７７０－８５７０ 徳島市万代町１－１

香川県支部 〒７６０－８５７０ 高松市番町４－１－１０

愛媛県支部 〒７９０－８５７０ 松山市一番町４－４－２

高知県支部 〒７８０－８５７０ 高知市丸ノ内１－２－２０

福岡県支部 〒８１２－８５７７ 福岡市博多区東公園７－７

佐賀県支部 〒８４０－８５７０ 佐賀市城内１－１－５９

長崎県支部 〒８５０－８５７０ 長崎市尾上町３－１

熊本県支部 〒８６２－８５７０ 熊本市中央区水前寺６－１８－１

大分県支部 〒８７０－８５０１ 大分市大手町３－１－１

宮崎県支部 〒８８０－８５０１ 宮崎市橘通東２－１０－１

鹿児島県支部 〒８９０－８５７７ 鹿児島市鴨池新町１０－１

沖縄県支部 〒９００－８５７０ 那覇市泉崎１－２－２

横浜市支部 〒２３１－００１７ 横浜市中区港町１－１

名古屋市支部 〒４６０－８５０８ 名古屋市中区三の丸３－１－１

京都市支部 〒６０４－８５７１ 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８

大阪市支部 〒５３０－８２０１ 大阪市北区中之島１－３－２０

神戸市支部 〒６５０－８５７０ 神戸市中央区加納町６－５－１

北九州市支部 〒８０３－８５０１ 北九州市小倉北区城内１－１

札幌市支部 〒０６０－８６１１ 札幌市中央区北１条西２

川崎市支部 〒２１０－８５７７ 川崎市川崎区宮本町１

福岡市支部 〒８１０－８６２０ 福岡市中央区天神１－８－１

広島市支部 〒７３０－８５８６ 広島市中区国泰寺町１－６－３４

仙台市支部 〒９８０－８６７１ 仙台市青葉区国分町３－７－１

千葉市支部 〒２６０－８７２２ 千葉市中央区千葉港１－１

さいたま市支部 〒３３０－９５８８ さいたま市浦和区常盤６－４－４

静岡市支部 〒４２０－８６０２ 静岡市葵区追手町５－１

堺市支部 〒５９０－００７８ 堺市堺区南瓦町３－１

新潟市支部 〒９５１－８５５０ 新潟市中央区学校町通１－６０２－１

浜松市支部 〒４３０－８６５２ 浜松市中区元城町１０３－２

岡山市支部 〒７００－８５４４ 岡山市北区大供１－１－１

相模原市支部 〒２５２－５２７７ 相模原市中央区中央２－１１－１５

熊本市支部 〒８６０－８６０１ 熊本市中央区手取本町１－１
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別表２ 代表者委員会委員 （平成３１年３月３１日現在）

氏 名 構 成 任 期

谷 本 正 憲 都道府県知事を代表 平成３０年１０月 １日～平成３３年９月３０日

清 水 庄 平 市 長 を 代 表 平成３０年１０月 １日～平成３３年９月３０日

荒 木 泰 臣 町 村 長 を 代 表 平成３０年１０月 １日～平成３３年９月３０日

別表３ 平成３０年度代表者委員会の開催状況

開 催 年 月 日 審 議 事 項

平成３０年 ６月１９日 ・平成２９年度普通補償経理決算
・平成２９年度特別補償経理決算

平成３０年 ７月１１日 ・理事長の選任同意
・理事の選任同意

平成３０年 ９月１４日 ・理事の選任同意

平成３０年１１月１５日 ・理事長の選任同意

平成３１年 ３月２２日 ・平成３１年度普通補償経理事業計画及び予算

・平成３１年度特別補償経理事業計画及び予算
・業務規程の一部を改正する規程
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別表４ 役員の状況 （平成３１年３月３１日現在）

役 職 氏 名 任 期 主 要 経 歴 等

理事長 田 谷 聡 平成３０年１２月 １日 平成３０年７月就任
～ 主要経歴：復興庁福島復興局長

平成３３年１１月３０日

理 事 田 中 豊 平成３０年 ７月 ５日 平成３０年７月就任
～ 主要経歴：総務省北海道管区行政

平成３２年 ４月１５日 評価局長

理 事 遠 藤 雅 彦 平成３０年１０月 １日 平成３０年１０月就任
（非常勤） ～ 現職：東京都総務局長

平成３１年１２月 １日

理 事 萩 原 圭 一 平成２９年１２月 ２日 平成２８年５月就任
（非常勤） ～ 現職：神奈川県海老名市市長室長

平成３１年１２月 １日

理 事 安 藤 實 平成３０年 ７月２０日 平成３０年 ７月就任
（非常勤） ～ 現職：埼玉県嵐山町副町長

平成３２年 ７月１９日

監 事 大 滝 俊 則 平成３０年 ２月 １日 平成３０年２月就任
～ 主要経歴：人事院公平審査局審議

平成３２年 １月３１日 官
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別表５ 運営審議会委員 （平成３１年３月３１日現在）

氏 名 構 成 任 期

福 田 富 一 都 道 府 県 知 事 平成２９年１２月 １日～平成３１年１１月３０日

大 橋 良 一 市 長 平成２９年１２月 １日～平成３１年１１月３０日

棚 野 孝 夫 町 村 長 平成２９年１２月 １日～平成３１年１１月３０日

中 井 敬 三 都道府県教育委員会の教育長 平成２９年１２月 １日～平成３１年１１月３０日

渡 邊 佳 英 都道府県公安委員会の委員 平成２９年１２月 １日～平成３１年１１月３０日

加 藤 俊 憲 地方公営企業の管理者 平成３０年 ５月１０日～平成３１年１１月３０日

福 島 嘉 人 学 識 経 験 者 平成２９年１２月 １日～平成３１年１１月３０日

清 水 秀 行 学 識 経 験 者 平成２９年１２月 １日～平成３１年１１月３０日

村 上 彰 一 学 識 経 験 者 平成２９年１２月 １日～平成３１年１１月３０日

大 江 秀 敏 学 識 経 験 者 平成２９年１２月 １日～平成３１年１１月３０日

品 田 充 儀 学 識 経 験 者 平成２９年１２月 １日～平成３１年１１月３０日

平 谷 英 明 学 識 経 験 者 平成２９年１２月 １日～平成３１年１１月３０日

別表６ 平成３０年度運営審議会の開催状況

開 催 年 月 日 審 議 事 項

平成３０年 ６月１５日 ・平成２９年度普通補償経理決算
・平成２９年度特別補償経理決算

平成３１年 ２月２７日 ・平成３１年度普通補償経理事業計画及び予算

・平成３１年度特別補償経理事業計画及び予算
・業務規程の一部を改正する規程
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別表７ 審査会委員 （平成３１年３月３１日現在）

氏 名 任 期

井 口 傑 平成３１年２月１０日～平成３４年２月９日

寺 本 明 平成３１年２月１０日～平成３４年２月９日

上 田 紘 士 平成３１年２月１０日～平成３４年２月９日

内 野 淳 子 平成３１年２月１０日～平成３４年２月９日

田 部 秀 樹 平成３１年２月１０日～平成３４年２月９日

石 川 良 二 平成３１年２月１０日～平成３４年２月９日

別表８ 職員の区分及び負担金率 (平成３０年度適用分)

負 担 金 率
職員の区分

普通補償経理 特別補償経理

義務教育学校職員 ０．９０／１,０００ ０．０７／１,０００

義務教育学校職員
１．１６／１,０００ ０．１３／１,０００

以 外 の 教 育 職 員

警 察 職 員 ３．１６／１,０００ ０．６１／１,０００

消 防 職 員 ２．３３／１,０００ ０．１５／１,０００

電気・ガス・水道
１．９５／１,０００ ０．１１／１,０００

事 業 職 員

運 輸 事 業 職 員 １．８６／１,０００ ０．３７／１,０００

清 掃 事 業 職 員 ３．４３／１,０００ ０．８２／１,０００

船 員 ３．７７／１,０００ ０．３９／１,０００

そ の 他 の 職 員 １．０９／１,０００ ０．０９／１,０００
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別表９ 情報公開・個人情報保護審査会委員

（平成３１年３月３１日現在）

氏 名 任 期

吉 藤 正 道 平成３０年１１月 １日～平成３３年１０月３１日

片 木 淳 平成３０年１１月 １日～平成３３年１０月３１日

中 村 次 良 平成３０年１１月 １日～平成３３年１０月３１日
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Ⅱ 業務の実施状況

１ 対象団体数及び対象職員数

(1) 対象団体数

全ての団体を対象とした普通補償経理の平成３１年３月３１日現在の対象団体

数は、都道府県４７団体、市及び特別区８１５団体、町村９２６団体、一部事務

組合等１，３６１団体、地方独立行政法人１４３団体の合計３，２９２団体とな

っています。

また、特別補償経理の対象団体数は、都道府県２団体、市及び特別区３０団体、

町村１団体、一部事務組合７団体、地方独立行政法人１１団体の計５１団体とな

っています。

(2) 対象職員数

① 普通補償経理

平成２９年度確定負担金の算定基礎となった対象職員数は、都道府県１，４４６

千人、市及び特別区１，１６８千人、町村１５０千人、一部事務組合等１９０

千人の合計２，９５４千人となっています。

また、これを職員の区分ごとにみますと、義務教育学校職員７１１千人、義

務教育学校職員以外の教育職員４１７千人、警察職員２８４千人、消防職員

１６３千人、電気・ガス・水道事業職員７７千人、運輸事業職員２６千人、清

掃事業職員４７千人、船員２千人、その他の職員１，２２７千人となっていま

す。

② 特別補償経理

平成２９年度確定負担金の算定基礎となった対象職員数は、都道府県１６８

千人、市及び特別区２３６千人、町村０．２千人（２４７人）、一部事務組合

等１７千人の合計４２２千人となっています。

また、これを職員の区分ごとにみますと、義務教育学校職員１０２千人、義

務教育学校職員以外の教育職員４１千人、警察職員４５千人、消防職員３３千

人、電気・ガス・水道事業職員１６千人、運輸事業職員２２千人、清掃事業職

員１３千人、船員０．０６千人（５８人）、その他の職員１５０千人となって

います。
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２ 補償の状況

平成３０年度における認定件数並びに補償及び福祉事業の給付の状況は以下のと

おりです。

(1) 認定件数

平成３０年度における公務災害及び通勤災害の認定請求の受理件数は、

３０，５１７件（公務災害２７，３６３件、通勤災害３，１５４件）で、前年度

に比べ、７６８件（２．６％）増加しています（公務災害８５９件（３．２％）

の増、通勤災害９１件（２．８％）の減）。

このうち、公務上の災害又は通勤災害該当の災害と認定した件数は、

２９，５３２件（公務災害２６，５１７件、通勤災害３，０１５件）で、前年度に

比べ、１７５件（０．６％）増加しています（公務災害３０６件（１．２％）の

増、通勤災害１３１件（４．２％）の減）。

なお、職種ごとの認定件数は、次のとおりです。

職種別認定件数（平成３０年度） （単位：件）

区 分 公務災害 通勤災害 計

義 務 教 育 学 校 職 員 ５，１００ ４２０ ５，５２０

義務教育学校職員以外の教育職員 ３，０８５ ３５４ ３，４３９

警 察 職 員 ６，０１７ ２３５ ６，２５２

消 防 職 員 １，３２３ ９０ １，４１３

電 気・ ガ ス・水 道事 業職員 ２８７ ８７ ３７４

運 輸 事 業 職 員 １２９ ４７ １７６

清 掃 事 業 職 員 ９６５ １１５ １，０８０

船 員 ２１ ２ ２３

そ の 他 の 職 員 ９，５９０ １，６６５ １１，２５５

合 計 ２６，５１７ ３，０１５ ２９，５３２

(2) 給付の状況

① 給付件数

平成３０年度の普通補償経理に係る補償及び福祉事業の総給付件数は、

18



４６，０３９件で、このうち補償の給付件数は、３９，６０５件（前年度に比

べ、１２６件（０．３％）の増）で、公務災害が３４，９６２件、通勤災害が

４，６４３件となっています。また、福祉事業の給付件数は６，４３４件（前

年度に比べ、２７８件（４．１％）の減）で、公務災害に係るものが５，０６３

件、通勤災害に係るものが１，３７１件となっています。

次に、特別補償経理に係る補償及び福祉事業の総給付件数は、２，３１９件

で、このうち補償の給付件数は、１，１３４件（前年度に比べ、２８件

（２．４％）の減）で、公務災害が９７１件、通勤災害が１６３件となっ

ています。また、福祉事業の給付件数は、１，１８５件（前年度に比べ、３４

件（２．８％）の減）で、公務災害が９９４件、通勤災害が１９１件となって

います。

② 給付額

平成３０年度の普通補償経理に係る補償及び福祉事業の給付総額は、

２４，４４０百万円で、このうち補償費が２０，１４１百万円（前年度に比べ、

１，０８５百万円（５．１％）の減）で、公務災害に係るものが１６，４７２

百万円、通勤災害に係るものが３，６６９百万円となっています。また、福祉

事業給付費は、４，３００百万円（前年度に比べ、５８９百万円（１２．１％）

の減）で、公務災害に係るものが３，４９７百万円、通勤災害に係るものが

８０２百万円となっています。

次に、特別補償経理に係る補償及び福祉事業の給付総額は、５５３百万円で、

このうち補償費は、４１１百万円（前年度に比べ、１１百万円（２．６％）の

減）で、公務災害に係るものが３４９百万円、通勤災害に係るものが６２百万

円となっており、また、福祉事業費は、１４２百万円（前年度に比べ、２百万

円（１．７％）の減）で、公務災害に係るものが１１８百万円、通勤災害に係

るものが２４百万円となっています。

なお、普通補償経理の補償の種類ごとの件数及び給付額は別表１０「普通補

償経理に係る補償費及び福祉事業給付費の内訳」、特別補償経理の補償の種類

ごとの件数及び給付額は別表１１「特別補償経理に係る補償費及び福祉事業給

付費の内訳」のとおりです。
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別表１０　普通補償経理に係る補償費及び福祉事業給付費の内訳
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別表１１　特別補償経理に係る補償費及び福祉事業給付費の内訳
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３ 不服申立ての状況

平成３０年度において、支部審査会に対してなされた審査請求件数は１３８件、

処理された事案は１４２件で、内訳は裁決１３６件（却下３件、棄却１１９件、取

消し１３件、一部取消し１件）、取下げ６件です。また、審査会に対してなされた

再審査請求件数は４８件、処理された事案は３６件で、内訳は裁決３５件（却下２

件、棄却３３件）、取下げ１件です。

平成３０年度末における審理中件数は、支部審査会１３１件、審査会４０件とな

っています。

４ 訴訟の状況

地方公務員災害補償法によって行う補償に関する決定は、行政事件訴訟法による

訴訟の対象とされ、補償の決定に不服がある者は、原則として、審査請求に対する

支部審査会の裁決又は再審査請求に対する審査会の裁決を経て、訴訟を提起できる

こととされています。

平成３０年度において新たに提起された訴訟は２１件、判決が言い渡された事件

が４１件となっています。また、年度内に終結した事件は１８件で、平成３０年度

末における訴訟係属件数は４２件となっています。

５ 第三者加害事案

平成３０年度に第三者加害事案（公務災害又は通勤災害として認定された事案の

うち、その災害が第三者の行為によって生じたもの）として認定した件数は、

２，５６８件で、前年度に比べ５１件（１．９％）減少しています。

６ 公務災害防止事業

平成３０年度に実施した公務上の災害を防止する事業の実施状況は、次のとお

りです。

(1) 公務上の災害の防止に関する活動を行う団体に対する援助に関する事業

一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会が行う「学校給食事業安全衛生

管理セミナー」「清掃事業安全衛生管理セミナー」「安全管理研修会」「消防

職員安全衛生管理研修会」「病院等における災害防止対策研修会」「警察職
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員安全衛生管理セミナー」「新任安全衛生担当者基本研修会」「学校におけ

る安全衛生管理者研修会」「メンタルヘルスマネジメント実践研修会」「職

場環境改善アドバイザー派遣事業」「重大公務災害防止対策セミナー」「職

場巡視・安全衛生点検セミナー」「職場の衛生管理研修会」「メンタルヘル

ス対策支援専門員派遣事業」及び「ストレスチェック実施に関する事例調査

事業」への援助を実施しました。

(2) 公務上の災害を防止する対策の調査研究に関する事業

「公務災害の発生状況等の調査に関する報告書作成事業」を一般財団法人

地方公務員安全衛生推進協会に委託し、「公務災害防止対策調査」を本部で

実施しました。

(3) 公務上の災害を防止する対策の普及及び推進に関する事業

「メンタルヘルス対策サポート推進事業」「公務災害防止啓発映像教材制

作事業」を、一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会に委託し実施しまし

た。

７ 補償実施業務の効率化など

基金では、被災職員の公務・通勤災害認定等情報を情報システムにより処理する

ことによる補償実施業務の効率化を目的として、平成１３年度から「基金業務総合

処理システム」を運用し、事務の一体的な処理、各種データ分析の迅速化などが図

られています。

当該システムについては、平成２１年１月に策定した「基金災害補償業務及び情

報ネットワークに係る業務・システム最適化計画」に基づき、業務アプリケーショ

ンのウェブ化、文書管理・ナレッジシステムによる補償等事例の共有化、エラーチ

ェック機能の強化等を行うシステム更改を平成２３年度に実施し、更なる業務の効

率化を図ったところです。

また、基金本部・支部間における情報共有・連絡を図ることを目的として、「基

金情報処理ネットワークシステム」（基金ＬＡＮ）を平成９年度から運用している

ところですが、上記最適化計画に基づき、データセンタによるサーバの集中管理、

生体認証の導入等によるセキュリティ対策の強化を中核とするシステム更改を平成

２２年度に実施しています。
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平成２７年度においては、現行基金情報システムのハードウェアの老朽化及び一

部のソフトウェアのサポート期限切れに対応する必要から、情報システムの更改を

実施し、平成２７年５月から本稼動しています。

また、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（以下「番号利用法」という。）に基づき、平成２９年７月から基金情報連携シス

テムを介して外部の行政機関と受給権者の年金情報等の照会・提供を実施していま

す。

８ 制度等の改正等

平成３０年度における制度等の改正は、次のとおりです。

（１）スライド率等の改正〔総務省告示の一部改正〕（企画課）

＜平成３０年４月１日から施行＞

年金たる補償に係る平均給与額の改定のためのスライド率等を定める総務省告

示の改正が行われました。

（２）常勤地方公務員災害補償統計で使用する１６職種の改正に伴う様式の一部改正

〔補償の請求書等の様式に関する規程の一部改正〕（企画課）

＜平成３１年４月１日から施行＞

常勤地方公務員災害補償統計で使用している職種区分である１６職種につい

て、昨今の職員定数の変動や災害発生の状況等を踏まえて改正したことから、

当該職種区分の記載のある公務災害認定請求書及び通勤災害認定請求書の一部

改正を行いました。

（３）奨学援護金に係る所要の規定整備〔業務規程の一部改正〕（企画課）

＜平成３１年４月１日から施行＞

国家公務員災害補償制度との均衡を考慮し、高校等に在学する者に係る奨学援

護金の金額を月額１６，０００円から１８，０００円とする改正を行いました。

（４）特別補償経理団体の追加・削除〔業務規程の一部改正〕（企画課）

＜平成３１年４月１日から施行＞
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平成３１年４月１日に新設された地方独立行政法人大阪市博物館機構に勤務す

る職員を特別補償経理の対象とするための所要の改正を行いました。

また、平成３１年４月１日に特別補償経理団体である公立大学法人大阪市立大

学が普通補償経理団体である公立大学法人大阪府立大学と統合し、新法人が発足

することに伴い、廃止される公立大学法人大阪市立大学を特別補償経理の対象か

ら除外するため所要の改正を行いました。

９ 課題

基金としては、今後とも次のような課題に対処しつつ、環境の変化や社会経済情

勢の変化に対応し、更に迅速かつ公正な補償の実施の確保に努めていくことが必要

であると考えています。

(1) 認定事務の迅速かつ公正な実施

公務災害の認定については、認定基準に則して迅速かつ公正な認定に努めます。

特に心・血管疾患、脳血管疾患、精神疾患及び精神疾患に起因する自殺、石綿に

よる疾病等に係る公務災害認定請求の判断困難事案については、医学専門家によ

る最新の医学的知見を徴しながら、過重な業務による強度の精神的・肉体的負担

と疾病の発症機序等を踏まえた迅速かつ公正な認定に努めます。

(2) 公務災害防止事業の推進

公務災害の発生を未然に防止することが極めて肝要であることから、災害発生

率の高い職種及び地域の要因分析並びに災害防止対策の調査研究を進め、引き続

き公務災害防止事業の推進に努めます。

(3) 負担金率の見直し

平成２５年２月の財政委員会答申に基づく充足賦課方式への円滑な移行を実

現することが目下の基金財政の重要な課題であることから、平成２６年度から

３年ごとに３段階で実施することとされている負担金率改定の最終の第３段階

の改定に向けて準備を進めていきます。
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Ⅲ 決算の概要

１ 普通補償経理

平成３０年度の収入は、負担金２７３億５，４９６万５，０５５円、一部負担金２万

１，６００円、利息及び配当金４億５，５４３万４，０７３円、賠償金５億６，０３８万

８，４９５円、有価証券益１７２万円、雑収入１億６，７５１万８８３円、支払備

金経常戻入３９億６，７８１万３２８円の合計３２５億７８５万４３４円です。

これに対し、支出は、補償費２０１億４，０７７万９，２９６円、福祉事業費

４４億３，８２３万８，８６９円、その他５７億１，２５９万５，０７６円の合計

３０２億９，１６１万３，２４１円であり、収入と支出の差額として、２２億

１，６２３万７，１９３円の剰余金が生じます。当該剰余金については平成２９年

度から繰り越した不足金の全額１２億８２６万９，８９３円に充て、なお剰余する

１０億７９６万７，３００円を不足金補てん積立金として積み立てています。

(1) 損益、資産及び負債・資本の状況

損益、資産及び負債・資本の状況は、別表１２「普通補償経理の財務諸表」の

とおりですが、各勘定の概要は、次のとおりです。

① 損益計算書の勘定科目

＜損失＞

・補 償 費 ２０，１４０，７７９，２９６円

当年度に支払った療養補償費７８億３，９２８万５，８４１円、休業補償費

４，９３５万２，４２６円、傷病補償年金費１億８１８万２，３２６円、障害補

償費３７億５，８３８万８，５４２円、介護補償費７，８００万４，６７２円、

遺族補償費８２億７，２４３万７，３７７円、葬祭補償費３，５１２万８，１１２

円の合計額です。

・福 祉 事 業 費 ４，４３８，２３８，８６９円

当年度に支払った福祉事業給付費４２億９，９５９万２，３５９円と公務災害

防止事業費１億３，８６４万６，５１０円の合計額です。
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・役 員 給 与 ４８，０２５，３２６円

役員の報酬及び諸手当です。

・委 員 給 与 等 ４３，６７７，２３２円

審査会委員等の報酬、諸手当及び委員手当です。

・職 員 給 与 ３６０，７９６，９８５円

本部職員の人件費です。

・事 業 運 営 費 １，２８１，５３４，７２４円

本部及び支部における事務費です。

・減 価 償 却 費 １，０６５，６６８円

固定資産の当年度分減価償却費です。

・開 発 費 償 却 ２５５，６６１，２２９円

開発費の当年度償却分です。

・支払備金繰入 ３，７２１，８３３，８９９円

平成３０年度に新たに裁定された年金受給権者に対する将来年金分の繰入れで

す。

・（特別損失）固定資産除却損 １３円

廃棄処分した固定資産の残存価格です。

・剰 余 金 ２，２１６，２３７，１９３円

平成３０年度中における収益（収入）の総額から損失（支出）総額を差し引い

た剰余金です。
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＜収益＞

・負 担 金 ２７，３５４，９６５，０５５円

補償費等の費用の財源として、地方公共団体等から納付された負担金です。

・一 部 負 担 金 ２１，６００円

当年度の通勤災害の一部負担金です。

・利息及び配当金 ４５５，４３４，０７３円

預貯金利息３２万６，１１７円と資金の運用により取得した有価証券の利息

４億５，５１０万７，９５６円の合計額です。

・賠 償 金 ５６０，３８８，４９５円

当年度に徴収した第三者加害事案に係る損害賠償金です。

・有 価 証 券 益 １，７２０，０００円

資金の運用により取得した有価証券の償還益です。

・雑 収 入 １６７，５１０，８８３円

特別補償経理からの管理費分担金１億４，５１６万８，６９６円と過年度給付

費の戻入等の雑入２，２３４万２，１８７円の合計額です。

・支払備金経常戻入 ３，９６７，８１０，３２８円

平成２５年度以前の既裁定年金分と平成２６年度以降の新規裁定年金分の戻入

れです。

② 貸借対照表の勘定科目

＜資産＞

・銀 行 預 金 ２３，５５１，９３９，４８６円

全て普通預金です。
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・仮 払 金 １８９，０７４円

雇用保険料の職員負担分を立て替えたものです。

・前 払 金 １６７，４００円

令和元年度に実施する研修会の会場予約金について平成３０年度中に支払った

ものです。

・有 価 証 券 ９，０９７，９８０，０００円

保有する有価証券のうち、１年以内に満期が到来するもので、地方債６６億

９，８０３万円とその他の有価証券２３億９，９９５万円の合計額です。

・投資有価証券 ３６，０９５，３４０，０００円

保有する有価証券のうち、満期までの期間が１年を超えるもので、地方債

１９３億９，５３４万円とその他の有価証券１６７億円の合計額です。

・有形固定資産 １６，８３６，５０９円

器具及び備品１，６５８万３，６８４円と一括償却資産２５万２，８２５円の

合計額です。

・無形固定資産 １２２，８９２，２００円

電話加入権４９万１，４００円と保証金１億２，２４０万８００円の合計額で

す。

・（繰延勘定）開発費 ４８３，６１７，６７２円

基金業務総合処理システム及びＬＡＮシステムの開発分です。

＜負債及び資本＞

・仮 受 金 ５，００７，９１９円

役職員給与等から源泉徴収した所得税や社会保険料等の個人負担分等です。
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・引 当 金 ３８，９５０，１３５円

職員等の退職手当の引当金です。

・支 払 備 金 ６８，３１７，０３６，９８７円

平成３０年度末における支払備金の総額です。

・剰 余 金 １，００７，９６７，３００円

平成３０年度末において、「不足金補てん積立金」として積み立てているもの

です。

２ 特別補償経理

平成３０年度の収入は、負担金５億７，４００万７，３３５円、利息及び配当金

８，７４２万９，３０９円、賠償金２，５３５万９，３５５円、有価証券益４６

万円、雑収入７０万５，４６６円の合計６億８，７９６万１，４６５円です。

これに対し、支出は、補償費４億１，０６７万４，８３３円、福祉事業費１億４，２４５

万３，８１６円、その他１億４，５１６万８，６９６円の合計６億９，８２９万

７，３４５円です。収入と支出の差額として、当期の未処理不足金額は１，０３３

万５，８８０円となり、不足金補てん積立金から補てんしています。

(1) 損益、資産及び負債・資本の状況

損益、資産及び負債・資本の状況は、別表１３「特別補償経理の財務諸表」の

とおりですが、各勘定の概要は次のとおりです。

① 損益計算書の勘定科目

＜損失＞

・補 償 費 ４１０，６７４，８３３円

休業補償費として支払ったものです。

・福 祉 事 業 費 １４２，４５３，８１６円
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福祉事業給付費（休業援護金）として支払ったものです。

・管理費分担金 １４５，１６８，６９６円

普通補償経理に対する管理費分担金として支払ったものです。

＜収益＞

・負 担 金 ５７４，００７，３３５円

補償費等の費用の財源として、地方公共団体等から納付された負担金です。

・利息及び配当金 ８７，４２９，３０９円

預貯金利息３万４，６０３円と資金の運用により取得した有価証券の利息

８，７３９万４，７０６円の合計額です。

・賠 償 金 ２５，３５９，３５５円

当年度に徴収した第三者加害事案に係る損害賠償金です。

・有 価 証 券 益 ４６０，０００円

資金の運用により取得した有価証券の償還益です。

・雑 収 入 ７０５，４６６円

過年度給付費の戻入等です。

・不足金補てん積立金戻入 １０，３３５，８８０円

収入と支出の差額として未処理不足金が生じたため、不足金補てん積立金を取

り崩したものです。

② 貸借対照表の勘定科目

＜資産＞

・銀 行 預 金 ３，１７９，７３６，９８１円

全て普通預金です。
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・有 価 証 券 １，２９９，６１０，０００円

保有する有価証券のうち、１年以内に満期が到来するもので、全て地方債です。

・投資有価証券 ６，９９８，７９０，０００円

保有する有価証券のうち、満期までの期間が１年を超えるもので、地方債

４９億９，８７９万円とその他の有価証券２０億円の合計額です。

＜負債及び資本＞

・災害等補償準備金 ９，８５４，２２５，８２２円

平成３０年度末における災害等補償準備金の総額です。

・剰 余 金 １，６２３，９１１，１５９円

平成３０年度末において、「不足金補てん積立金」として積み立てているもの

です。
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平成３１年３月３１日現在

円 円

 

普 通 預 金

退 職 給 与 引 当 金

地 方 債

そ の 他 の 有 価 証 券

地 方 債

そ の 他 の 有 価 証 券

不足金補てん積立金

器 具 及 び 備 品

一 括 償 却 資 産

電 話 加 入 権

保 証 金

科　　　　　　　目 金　　　　　　　額

5,007,919流 動 負 債

23,551,939,486

流 動 資 産 32,650,275,960

金　　　　　　　額

仮 払 金 189,074

別表１２　普通補償経理の財務諸表

１　貸借対照表

23,551,939,486 仮 受 金

科　　　　　　　目

資　　　　　　　　　　　　　産 負　　債　　及　　び　　資　　本

銀 行 預 金

38,950,135

5,007,919

固 定 負 債 68,355,987,122

前 払 金

合　　　　　　　計 69,368,962,341

固 定 資 産

投 資 有 価 証 券

開 発 費 483,617,672

36,235,068,709

2,399,950,000

167,400 引 当 金 38,950,135

合　　　　　　　計 69,368,962,341

繰 延 勘 定 483,617,672

有 価 証 券 9,097,980,000

支 払 備 金 68,317,036,9876,698,030,000

122,892,200

1,007,967,300

資 本 1,007,967,300

19,395,340,000

122,400,800

491,400

剰 余 金 1,007,967,300

36,095,340,000

16,700,000,000

252,825

16,836,509有 形 固 定 資 産

16,583,684

無 形 固 定 資 産
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自

至

円 円

２　損益計算書

3,967,810,328

177,939,373

360,796,985職 員 給 与

平成３０年４月　１日

平成３１年３月３１日

1,065,668

需 用 費 335,167,041
旅 費

13

255,661,229

交 際 費

10,448,575

41,600

事 業 運 営 費 1,281,534,724

28,456,198

11,038,400

19,569,128

3,967,810,328

基 本 給

諸 手 当
182,857,612

諸 手 当

管 理 費 分 担 金

諸 手 当
18,576,000

145,168,696

1,720,000

雑 収 入 167,510,883

1,720,000

委 員 手 当

支 払 備 金 戻 入
支 払 備 金 戻 入

14,062,832 支払備金経常戻入

報 酬

49,352,426

21,600

傷 病 補 償 年 金 費

雑 入 22,342,187

介 護 補 償 費 78,004,672

3,967,810,328委 員 給 与 等 43,677,232

役 員 給 与 48,025,326
報 酬

療 養 補 償 費 7,839,285,841 負 担 金

108,182,326
障 害 補 償 費 3,758,388,542

休 業 補 償 費

経 常 費 用 30,291,613,228 経 常 収 益 32,507,850,434

補 償 費

損　　　　　　　　　　　　　失 利　　　　　　　　　　　　　益
科　　　　　　目 金　　　　　　額 科　　　　　　目 金　　　　　　額

預 貯 金 利 息 326,117

560,388,495

20,140,779,296 負 担 金 27,354,965,055
27,354,965,055

455,107,956休 業 援 護 金

21,600

賠 償 金

4,438,238,869
福 祉 事 業 給 付 費 4,299,592,359

560,388,495

遺 族 補 償 費 8,272,437,377

利 息 及 び 配 当 金 455,434,073

有 価 証 券 利 息

223,316,085

有 価 証 券 益

賠 償 金
公務災害防止事業費 138,646,510

有 価 証 券 益
138,646,510

障 害 関 係 給 付 費 1,501,395,905

一 部 負 担 金
一 部 負 担 金

35,128,112

16,488,975

葬 祭 補 償 費

福 祉 事 業 費

公務災害防止事業費

遺 族 関 係 給 付 費 2,533,671,872
そ の 他

傷 病 関 係 給 付 費 24,719,522

2,216,237,193
2,216,237,193
2,216,237,193

13

支 部 経 費 935,877,508

減 価 償 却 費

減 価 償 却 費

開 発 費 償 却
開 発 費 償 却 255,661,229

1,065,668

支 払 備 金 繰 入

支 払 備 金 繰 入
新規裁定年金分繰入

3,721,833,899

3,721,833,899
3,721,833,899

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損

合　　　　　　計 32,507,850,434

固 定 資 産 除 却 損 13

剰 余 金
剰 余 金

剰 余 金

合　　　　　　計 32,507,850,434
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平成３１年３月３１日現在

円 円

普 通 預 金

地 方 債 不足金補てん積立金

地 方 債

その他の有価証券

別表１３　特別補償経理の財務諸表

１　貸借対照表

資　　　　　　　　　　　　　産 負　　債　　及　　び　　資　　本

科　　　　　　　目 金　　　　　　　額 科　　　　　　　目 金　　　　　　　額

資 本 1,623,911,159

3,179,736,981 災 害 等 補 償 準 備 金 9,854,225,822

流 動 資 産 4,479,346,981 固 定 負 債 9,854,225,822

銀 行 預 金

3,179,736,981

1,299,610,000 剰 余 金 1,623,911,159

1,299,610,000 1,623,911,159

有 価 証 券

6,998,790,000

6,998,790,000

固 定 資 産

投 資 有 価 証 券

4,998,790,000

2,000,000,000

合　　　　　　　計 11,478,136,981 合　　　　　　　計 11,478,136,981
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自

至

円 円

２　損益計算書
平成３０年４月　１日

平成３１年３月３１日

損 失 利 益

科 目 金 額 科 目 金 額

経 常 費 用 698,297,345 経 常 収 益 687,961,465

補 償 費 410,674,833 負 担 金 574,007,335

負 担 金 574,007,335

休 業 補 償 費 410,674,833

利 息 及 び 配 当 金 87,429,309

福 祉 事 業 費 142,453,816 預 貯 金 利 息 34,603

有 価 証 券 利 息 87,394,706

福 祉 事 業 給 付 費 142,453,816

休 業 援 護 金 142,453,816 賠 償 金 25,359,355

賠 償 金 25,359,355

管 理 費 分 担 金 145,168,696

有 価 証 券 益 460,000

管 理 費 分 担 金 145,168,696 有 価 証 券 益 460,000

雑 収 入 705,466

10,335,880

雑 入 705,466

不足金補てん積立金戻入 10,335,880

合 計 698,297,345 合 計 698,297,345

不足金補てん積立金戻入 10,335,880

不足金補てん積立金戻入
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資 料

１ 公務上の災害として認定した件数の推移

２ 通勤災害該当として認定した件数の推移

３ 補償及び福祉事業の件数の推移（普通補償経理）

４ 補償及び福祉事業の支給額の推移（普通補償経理）

５ 補償及び福祉事業の件数並びに金額の推移（特別補償経理）
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